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ボッシュ健康保険組合 特定健康診査等実施計画書 

 

背景及び趣旨 

  高齢化の急速な進展と生活習慣病が増加し、死亡原因の約６割を占め、医療費に占

める生活習慣病の割合も国民医療費の約３分の１であること等から、生活習慣病対

策が必要とある。不健康な生活習慣による生活習慣病の発症、重症化の過程で、メタ

ボリックシンドロームが大きく影響していることから、この該当者及び予備軍者の

減少を目指すこととなる。 

  

特定健康診査の基本的な考え方 

（一） 国民の受療の実態を見ると、高齢期に向けて生活習慣病の外来受療率が徐々に

増加し、次に 75 歳頃を境にして生活習慣病を中心とした入院受療率が上昇し

ている。これを個人に置き換えてみると、不適切な食生活や運動不足等の不健

康な生活習慣がやがて糖尿病、高血圧症、脂質異常、肥満症等の発症を招き、

外来通院及び投薬が始まり、生活習慣の改善がないままに、虚血性心疾患や脳

血管疾患等の発症に至るという経過をたどることになる。 

このため、生活習慣の改善による糖尿病等の生活習慣病の予防対策を進め、

糖尿病等を予防することができれば、通院患者を減らすことができ、この結果、

国民の生活の質の維持及び向上を図りながら医療費の伸びの抑制を実現する

ことが可能となる。 

（二） 糖尿病等の生活習慣病の発症には、内臓脂肪の蓄積（内臓脂肪型肥満）が関与 

しており、肥満に加え、高血糖、高血圧等の状態が重複した場合には、虚血性

心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高くなる。このため、メタボリックシン

ドロームの概念を踏まえ適度な運動やバランスのとれた食事の定着などの生

活習慣の改善を行うことにより、糖尿病等の発症リスクの低減を図ることが可

能となる。 

（三） 特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を 予防することを目 

的として、メタボリックシンドロームに着目し、生活習慣を改善するための特

定保健指導を必要とする者を、的確に抽出するために行うものである。 

 

 

 

 

ボッシュ健康保険組合の現状 

当健康保険組合は単一組合でありながら、現状は事業所再編成により、ボッシュ・ヴ

ァレオ・クノールブレムゼの各グループ会社で構成されている。  

事業所数は15事業所で、主に東京都・埼玉・神奈川・群馬・栃木県の関東圏に存在す



るが、営業所等を含めると被保険者・被扶養者は全国に所在している。  

被保険者数は男子6,620人・女子1,003人・合計7,623人。平均年齢は約45.5歳で

ある。被扶養者数は男子3,237人・女子6,205人・合計9,442人である。特定健康診

査等の対象となる40歳から74歳では、被保険者数は5,643名で88％が男子である。

被扶養者数は2,824名で95％が女子である。（2017年12月末）  

健康診査については、被保険者分は当健康保険組合直営診療所および事業所が委託契

約する医療機関での受診により、平成20年から90％近くの実施になっている。また、

任意継続被保険者についても健保費用負担で実施している。  

被扶養者分は、当健康保険組合が費用負担をし、レディース健康診断・被扶養者健康診

断として東京都総合組合保健施設振興協会(東振協)・日本予防医学協会(日予)への委託

により実施しており、平成 20 年からの受診率の推移をみると、徐々にではあるが向上

しており、平成 22 年度から 50％超であるが、さらなる受診率が向上するよう計画す

る必要がある。 

 

 

Ⅰ 達成しようとする目標 

   

１ 特定健康診査の実施に係る目標 

  平成 35 年度における特定健康診査の実施率を９０％とする。この目標を達成する 

ために、平成 30 年度以降の実施率（目標）を以下のように定める。 

  目標実施率（単位：％） 

年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 単一健保の目標 

被保険者 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 ― 

被扶養者 60.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 ― 

合 計 83.7 83.7 85.５ 87.1 88.7 90.3 90.0 

 

２ 特定保健指導の実施に係る目標 

  平成 35 年度における特定保健指導の実施率を 55％とする。この目標を達成する 

ために、平成 30 年度以降の実施率（目標）を以下のように定める。 

  目標実施率（単位：人）・・・被保険者＋被扶養者 

年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 単一健保の目標 

40 歳以上の対象者 8,330 8,380 8,430 8,480 8,530 8,580 ― 

特定保健指導対象者 1,325 1,285 1,268 1,248 1,226 1,209 ― 

実施率（％） 25.0 30.0 40.0 40.0 50.0 55.0 55.0 

実施者数 331 386 507 499 613 665 ― 

 

 



３ 特定健康診査等の実施の成果に係る目標 

  平成 35 年度において、平成 30 年度と比較したメタボリックシンドロームの該当 

 者及び予備群の減少率を 5％以上と特定保健指導対象者の減少率を 25％以上とする。 

 

Ⅱ 特定健康診査等の対象者数 

 

１ 対象者数 

  ①特定健康診査（単位：人） 

被
保
険
者
数 

年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

40 歳以上対象者数 5,650 5,700 5,750 5,800 5,850 5,900 

実施率（％） 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 

目標実施者数 5,368 5,415 5,463 5,510 5,558 5,605 

 

被
扶
養
者
数 

年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

40 歳以上対象者数 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 

実施率（％） 60.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 

目標実施者数 1,608 1,608 1,742 1,876 2,010 2,140 

 

合 
 

計 

年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

40 歳以上対象者数 8,330 8,380 8,430 8,480 8,530 8,580 

実施率（％） 83.7 83.8 85.5 87.1 88.7 90.3 

目標実施者数 6,976 7,023 7,205 7,386 7,568 7,749 

 

  ②特定保健指導の対象者数（単位：人）・・・被保険者＋被扶養者 

年  度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

40 歳以上の対象者 8,330 8,380 8,430 8,480 8,530 8,580 

動機付支援対象者 516 499 490 480 469 449 

実施率（％） 25.0 30.0 40.0 40.0 50.0 55.0 

実施者数 129 150 196 192 235 247 

積極的支援対象者 809 787 778 768 757 759 

実施率（％） 25.0 30.0 40.0 40.0 50.0 55.0 

実施者数 202 236 311 307 378 418 

保健指導対象者 計 1,325 1,285 1,268 1,248 1,226 1,209 

実施率（％） 25.0 30.0 40.0 40.0 50.0 55.0 

実施者数 計 331 386 507 499 613 665 

 



Ⅲ 特定健康診査等の実施方法 

 

１ 実施場所 

  被保険者の特定健診は、事業所が委託する健診機関が、事業所内または指定する場

所で行う。被扶養者については、当健保組合が委託した健診機関がそれぞれ指定する

場所から、受診者が選択した場所で行う。 

 被保険者の特定保健指導は、事業所内で行う他、当健保組合が委託した機関が事業 

所内において行うが、委託機関の指定する場所で行う場合もある。被扶養者について 

は、当健保組合が委託した機関において、委託機関が指定する場所から各々が選択し 

た場所で行う。また、被保険者・被扶養者を問わず一定の場所で集団にて実施するこ 

ともある。 

 

２ 実施項目 

  実施項目は、「標準的な健診・保健指導プログラム」第２編第２章に記載されてい 

 る健診項目とする。 

 

３ 実施時期 

  実施時期は、通年とする。 

 

４ 委託の有無 

(1) 特定健診 

  被保険者は事業所が指定する事業所健診の健診機関に委託する。被扶養者について

は当健保組合が選択した健診機関に委託する。委託単価については国等が示す基準額

を参考に決定する。 

 (2) 特定保健指導 

  「標準的な健診・保健指導プログラム」第 1 編第 1 章１-５により保健指導機関を

選択し委託する。委託単価については国等が示す基準額を参考に決定する。 

 

５ 受診方法 

  被保険者については、事業所が委託した健診機関により事業所内または指定した

場所で受診、若しくは当健保組合が委託した健診機関により指定した場所で、それ

ぞれの受診方法により健診および指導を受ける。 

  被扶養者については、当健保組合が委託した健診機関により指定した場所で、そ

れぞれの受診方法により健診および指導を受ける。 

 

 

 



６ 周知・案内方法 

  周知は、当健保組合の機関誌等に掲載するとともに、ホームページに掲載して行う。 

 また、必要に応じてパンフレットを配布したり、ポスターの掲示を行う。 

 

７ 健診データの受領方法 

  被保険者分は、委託健診機関から直接または事業所を経由して、また集合契約機関

は代行機関を通じて、電子データで随時受領する。被扶養者分は、委託健診機関から

は直接、電子データで随時受領する。なお、それぞれのデータは 6 年分を保管する。 

 

８ 特定保健指導対象者の選定方法 

  特定保健指導の対象者については、地域・年齢・その他による優先は行わない。 

 

Ⅳ 個人情報の保護 

  当健保組合はプライバシーマークおよびボッシュ健康保険組合個人情報保護管理

規程を遵守する。  

 

Ⅴ 特定健康診査等実施計画の公表・周知 

  本計画の周知は、各事業所に機関誌やホームページに掲載して、全組合員に対し周

知させることとする。 

 

Ⅵ 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 

  当計画については、毎年当健保組合内において見直しを行い、特定健康診査受診率

の向上、特定保健指導実施率の向上および、メタボリックシンドローム該当者や予備

群の減少を図るための諸施策を展開する。 

 

当計画については、必要に応じて当健保組合内において見直しを検討する。 

 

Ⅶ  その他 
 
当健保組合に所属する職員については、特定健診・特定保健指導等の実践養成のた 

めの研修に随時参加させる。 


